
公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ  

１１．．申申込込資資格格  

次の(1)～(5)の全ての項目に該当していることが必要です。 

(1) 自ら居住するために住宅を必要とする方 

公営住宅に入居中の方も申込みできます。 

(2) 現に同居し、または同居しようとする親族のある方 

・夫婦または親子を主とし、入居される方が２人以上であることが原則です。 

・児童福祉法第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４に規定する里親である入居

者又は同居者に委託されている児童も入居できます。 

・不自然な合体・分離をした世帯については申込みできません。 

（例）友人などの寄り合い世帯、兄弟・姉妹のみの世帯、他に扶養義務者がある祖父

母、親、兄弟、または姉妹との同居世帯など 

・内縁関係にある方や婚約者のある方は申込みできます。 

内縁関係にある方は、①住民票で未届けの夫または未届けの妻となっており、②戸籍謄

本でも他に婚姻関係がないことを確認できることが必要です。 

・兵庫県パートナーシップ制度又は兵庫県内の市町における同等の制度において、パート

ナーシップ制度受理証明書等の交付を受けた（予定も可）方は、婚姻関係にある者とみ

なし、サンライフ（市町の制度を利用されている場合は、当該市町内にあるサンライ

フ）へ申込みできます。 

・サンライフ光都は単身でも申込みできます。 

(3) 日本国籍の方、または住民票登録を受けている外国人の方 

・住民票などで事実が確認できる必要があります。 

(4) 収入基準を満たす方 

①３５歳以下で子育てを行っている収入がある方のおられる世帯 ― [政令月収額が123,000円～487,000円] 

②上記以外の世帯                ― [政令月収額が158,000円～487,000円] 

(5) 連絡人を立てられる方（１名） 

連絡人となれるのは、次の資格の全てを満たす方です。 

①原則として、入居される方の３親等以内の親族で、②一緒に当該住宅に入居されず、 

③日本国内に住所を有すること。  

２２．．子子育育てて世世帯帯等等へへのの入入居居支支援援制制度度  

(1) 支援の資格要件 

次の要件を満たす世帯は、申込み時に管轄事務所へ申し出てください。 

①中学校就学前までの子供がいる世帯であること。 

②世帯全体の政令月収額が 259,000 円以下であること。  

 (2) 家賃の減免【減免額の有無については、５２ページの住宅一覧で確認してください。】 

上記(1)の要件を満たす世帯の家賃は、公営住宅並みとし本来家賃との差額を減免します。 

ただし、政令月収額の範囲(金額)によっては減免額が無い場合もありますので、ご注意願

います（減免は、子供が中学校就学の始期に達するまで適用されます）。 

１１２２３３，，００００１１円円
～～

１１３３９９，，００００００円円

１１３３９９，，００００１１円円
～～

１１５５８８，，００００００円円

１１５５８８，，００００１１円円
～～

１１８８６６，，００００００円円

１１８８６６，，００００１１円円
～～

２２１１４４，，００００００円円

２２１１４４，，００００１１円円
～～

２２５５９９，，００００００円円

11
ササンンラライイフフ

東東灘灘
((本本庄庄))

神神戸戸市市東東灘灘区区本本庄庄町町

22丁丁目目1122--2233
JJRR神神戸戸線線「「甲甲南南山山手手」」440000ＭＭ

HH１１
１１１１階階

建建
EEVV有有

３３LLDDKK
７７１１㎡㎡

８８４４，，００００００円円
～～

８８５５，，００００００円円
○○ ○○ ○○ ○○ ××

22
ササンンラライイフフ

六六甲甲
((楠楠丘丘))

神神戸戸市市灘灘区区楠楠丘丘町町33丁丁目目11
阪阪急急神神戸戸線線「「六六甲甲」」990000MM

JJRR神神戸戸線線「「六六甲甲道道」」11000000MM
HH５５

１１００階階
建建

EEVV有有

３３LLDDKK
７７２２㎡㎡

８８４４，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ○○ ××

33
ササンンラライイフフ

園園田田
((尼尼崎崎食食満満))

尼尼崎崎市市食食満満77丁丁目目99
阪阪急急神神戸戸線線「「園園田田」」かからら
阪阪神神ババスス「「園園田田支支所所」」

HH６６
７７階階
建建

EEVV有有

３３LLDDKK
７７７７㎡㎡

７７２２，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ×× ××

44
ササンンラライイフフ
武武庫庫之之荘荘
((尼尼崎崎武武庫庫))

尼尼崎崎市市武武庫庫町町11丁丁目目5511
阪阪急急神神戸戸線線「「武武庫庫之之荘荘」」

11000000ＭＭ
HH３３

９９階階
建建

EEVV有有

３３LLDDKK
８８１１㎡㎡

９９６６，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

55
ササンンラライイフフ

西西宮宮
((西西宮宮北北口口))

西西宮宮市市高高畑畑町町22
阪阪急急神神戸戸線線「「西西宮宮北北口口」」

880000ＭＭ
HH８８

11４４階階
建建

EEVV有有

３３LLDDKK
８８２２㎡㎡

８８５５，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ×× ××

66

ササンンラライイフフ
川川西西

((川川西西けけややきき
坂坂))

川川西西市市けけややきき坂坂
  55丁丁目目55番番地地のの11

阪阪急急｢｢川川西西能能勢勢口口｣｣かからら
阪阪急急ﾊﾊﾞ゙ｽｽ｢｢けけややきき坂坂五五丁丁目目｣｣

HH８８
１１００階階

建建
EEVV有有

４４DDKK
７７８８㎡㎡

６６６６，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ○○ ××

77
３３LLDDKK
８８００㎡㎡

６６４４，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ×× ××

88
４４LLDDKK
９９２２㎡㎡

７７３３，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ×× ××

99
５５LLDDKK
１１２２４４㎡㎡

９９９９，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ×× ××

1100
ササンンラライイフフ

魚魚住住
((明明石石魚魚住住))

明明石石市市魚魚住住町町住住吉吉
33丁丁目目774455--99

JJRR山山陽陽本本線線「「魚魚住住」」775500ＭＭ
HH４４

９９階階
建建

EEVV有有

３３LLDDKK
８８００㎡㎡

６６４４，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ○○ ××

1111
ササンンラライイフフ

西西明明石石
((西西明明石石))

明明石石市市西西明明石石町町22丁丁目目66--11
JJRR山山陽陽本本線線「「西西明明石石」」

11000000ＭＭ
HH２２

３３階階
建建

EEVV無無

３３DDKK
６６６６㎡㎡

６６５５，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ○○ ××

1122

１１DDKK
４４１１㎡㎡
  ((単単身身

可可))

５５５５，，００００００円円 ×× ×× ×× ×× ××

1133

３３LLDDKK
８８７７㎡㎡
  ((単単身身

可可))

９９６６，，００００００円円 ×× ×× ×× ×× ××

※団地によっては、満満室室ののたためめ募募集集をを停停止止ししてていいるるここととももあありりまますすので、必ず事事前前ににおお問問いい合合わわせせください。

　収入月額は、55～57ページにより算出してください。

神神戸戸

阪阪神神南南

阪阪神神北北

明明石石

西西播播磨磨

３３階階
建建

EEVV有有

11３３階階
建建

EEVV有有

間間取取りり

住住戸戸
面面積積

ササンンラライイフフ
光光都都

((播播磨磨科科学学公公
園園都都市市))

HH77

ササンンラライイフフ
三三田田

((三三田田武武庫庫がが
丘丘第第２２))

HH９９

団団地地名名
管管理理
開開始始
年年度度

三三田田市市武武庫庫がが丘丘  11丁丁目目11番番
神神戸戸電電鉄鉄「「横横山山」」660000ＭＭ

赤赤穂穂郡郡上上郡郡町町光光都都22丁丁目目2200
JJRR山山陽陽本本線線「「相相生生」」かからら
神神姫姫ﾊﾊﾞ゙ｽｽ「「テテククノノ中中央央」」

所所在在地地

交交通通機機関関

22002255年年44月月現現在在

公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ

　　兵兵庫庫県県でではは公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超過過ししてていいるる中中堅堅所所得得者者のの方方々々ににはは、、
兵兵庫庫県県営営特特定定公公共共賃賃貸貸住住宅宅（（ササンンラライイフフ））ををごご案案内内ししてていいまますす。。

　　応応募募方方法法ななどど詳詳ししくくはは、、裏裏表表紙紙にに記記載載のの各各地地域域のの管管轄轄事事務務所所へへおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。

構構造造

EEVV有有
無無

契契約約家家賃賃

子子育育てて世世帯帯ににかかかかるる家家賃賃減減免免措措置置

収収入入月月額額のの範範囲囲にによよるる減減免免額額のの有有無無  ((有有りり：：○○、、無無しし：：××))
地地域域

番番
号号

中中堅堅所所得得者者向向住住宅宅((ササンンラライイフフ))のの募募集集

5352
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公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ  

１１．．申申込込資資格格  

次の(1)～(5)の全ての項目に該当していることが必要です。 

(1) 自ら居住するために住宅を必要とする方 

公営住宅に入居中の方も申込みできます。 

(2) 現に同居し、または同居しようとする親族のある方 

・夫婦または親子を主とし、入居される方が２人以上であることが原則です。 

・児童福祉法第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４に規定する里親である入居

者又は同居者に委託されている児童も入居できます。 

・不自然な合体・分離をした世帯については申込みできません。 

（例）友人などの寄り合い世帯、兄弟・姉妹のみの世帯、他に扶養義務者がある祖父

母、親、兄弟、または姉妹との同居世帯など 

・内縁関係にある方や婚約者のある方は申込みできます。 

内縁関係にある方は、①住民票で未届けの夫または未届けの妻となっており、②戸籍謄

本でも他に婚姻関係がないことを確認できることが必要です。 

・兵庫県パートナーシップ制度又は兵庫県内の市町における同等の制度において、パート

ナーシップ制度受理証明書等の交付を受けた（予定も可）方は、婚姻関係にある者とみ

なし、サンライフ（市町の制度を利用されている場合は、当該市町内にあるサンライ

フ）へ申込みできます。 

・サンライフ光都は単身でも申込みできます。 

(3) 日本国籍の方、または住民票登録を受けている外国人の方 

・住民票などで事実が確認できる必要があります。 

(4) 収入基準を満たす方 

①３５歳以下で子育てを行っている収入がある方のおられる世帯 ― [政令月収額が123,000円～487,000円] 

②上記以外の世帯                ― [政令月収額が158,000円～487,000円] 

(5) 連絡人を立てられる方（１名） 

連絡人となれるのは、次の資格の全てを満たす方です。 

①原則として、入居される方の３親等以内の親族で、②一緒に当該住宅に入居されず、 

③日本国内に住所を有すること。  

２２．．子子育育てて世世帯帯等等へへのの入入居居支支援援制制度度  

(1) 支援の資格要件 

次の要件を満たす世帯は、申込み時に管轄事務所へ申し出てください。 

①中学校就学前までの子供がいる世帯であること。 

②世帯全体の政令月収額が 259,000 円以下であること。  

 (2) 家賃の減免【減免額の有無については、５２ページの住宅一覧で確認してください。】 

上記(1)の要件を満たす世帯の家賃は、公営住宅並みとし本来家賃との差額を減免します。 

ただし、政令月収額の範囲(金額)によっては減免額が無い場合もありますので、ご注意願

います（減免は、子供が中学校就学の始期に達するまで適用されます）。 

１１２２３３，，００００１１円円
～～

１１３３９９，，００００００円円

１１３３９９，，００００１１円円
～～

１１５５８８，，００００００円円

１１５５８８，，００００１１円円
～～

１１８８６６，，００００００円円

１１８８６６，，００００１１円円
～～

２２１１４４，，００００００円円

２２１１４４，，００００１１円円
～～

２２５５９９，，００００００円円

11
ササンンラライイフフ

東東灘灘
((本本庄庄))

神神戸戸市市東東灘灘区区本本庄庄町町

22丁丁目目1122--2233
JJRR神神戸戸線線「「甲甲南南山山手手」」440000ＭＭ

HH１１
１１１１階階

建建
EEVV有有

３３LLDDKK
７７１１㎡㎡

８８４４，，００００００円円
～～

８８５５，，００００００円円
○○ ○○ ○○ ○○ ××

22
ササンンラライイフフ

六六甲甲
((楠楠丘丘))

神神戸戸市市灘灘区区楠楠丘丘町町33丁丁目目11
阪阪急急神神戸戸線線「「六六甲甲」」990000MM

JJRR神神戸戸線線「「六六甲甲道道」」11000000MM
HH５５

１１００階階
建建

EEVV有有

３３LLDDKK
７７２２㎡㎡

８８４４，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ○○ ××

33
ササンンラライイフフ

園園田田
((尼尼崎崎食食満満))

尼尼崎崎市市食食満満77丁丁目目99
阪阪急急神神戸戸線線「「園園田田」」かからら
阪阪神神ババスス「「園園田田支支所所」」

HH６６
７７階階
建建

EEVV有有

３３LLDDKK
７７７７㎡㎡

７７２２，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ×× ××

44
ササンンラライイフフ
武武庫庫之之荘荘
((尼尼崎崎武武庫庫))

尼尼崎崎市市武武庫庫町町11丁丁目目5511
阪阪急急神神戸戸線線「「武武庫庫之之荘荘」」

11000000ＭＭ
HH３３

９９階階
建建

EEVV有有

３３LLDDKK
８８１１㎡㎡

９９６６，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

55
ササンンラライイフフ

西西宮宮
((西西宮宮北北口口))

西西宮宮市市高高畑畑町町22
阪阪急急神神戸戸線線「「西西宮宮北北口口」」

880000ＭＭ
HH８８

11４４階階
建建

EEVV有有

３３LLDDKK
８８２２㎡㎡

８８５５，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ×× ××

66

ササンンラライイフフ
川川西西

((川川西西けけややきき
坂坂))

川川西西市市けけややきき坂坂
  55丁丁目目55番番地地のの11

阪阪急急｢｢川川西西能能勢勢口口｣｣かからら
阪阪急急ﾊﾊﾞ゙ｽｽ｢｢けけややきき坂坂五五丁丁目目｣｣

HH８８
１１００階階

建建
EEVV有有

４４DDKK
７７８８㎡㎡

６６６６，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ○○ ××

77
３３LLDDKK
８８００㎡㎡

６６４４，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ×× ××

88
４４LLDDKK
９９２２㎡㎡

７７３３，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ×× ××

99
５５LLDDKK
１１２２４４㎡㎡

９９９９，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ×× ××

1100
ササンンラライイフフ

魚魚住住
((明明石石魚魚住住))

明明石石市市魚魚住住町町住住吉吉
33丁丁目目774455--99

JJRR山山陽陽本本線線「「魚魚住住」」775500ＭＭ
HH４４

９９階階
建建

EEVV有有

３３LLDDKK
８８００㎡㎡

６６４４，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ○○ ××

1111
ササンンラライイフフ

西西明明石石
((西西明明石石))

明明石石市市西西明明石石町町22丁丁目目66--11
JJRR山山陽陽本本線線「「西西明明石石」」

11000000ＭＭ
HH２２

３３階階
建建

EEVV無無

３３DDKK
６６６６㎡㎡

６６５５，，００００００円円 ○○ ○○ ○○ ○○ ××

1122

１１DDKK
４４１１㎡㎡
  ((単単身身

可可))

５５５５，，００００００円円 ×× ×× ×× ×× ××

1133

３３LLDDKK
８８７７㎡㎡
  ((単単身身

可可))

９９６６，，００００００円円 ×× ×× ×× ×× ××

※団地によっては、満満室室ののたためめ募募集集をを停停止止ししてていいるるここととももあありりまますすので、必ず事事前前ににおお問問いい合合わわせせください。

　収入月額は、55～57ページにより算出してください。

神神戸戸

阪阪神神南南

阪阪神神北北

明明石石

西西播播磨磨

３３階階
建建

EEVV有有

11３３階階
建建

EEVV有有

間間取取りり

住住戸戸
面面積積

ササンンラライイフフ
光光都都

((播播磨磨科科学学公公
園園都都市市))

HH77

ササンンラライイフフ
三三田田

((三三田田武武庫庫がが
丘丘第第２２))

HH９９

団団地地名名
管管理理
開開始始
年年度度

三三田田市市武武庫庫がが丘丘  11丁丁目目11番番
神神戸戸電電鉄鉄「「横横山山」」660000ＭＭ

赤赤穂穂郡郡上上郡郡町町光光都都22丁丁目目2200
JJRR山山陽陽本本線線「「相相生生」」かからら
神神姫姫ﾊﾊﾞ゙ｽｽ「「テテククノノ中中央央」」

所所在在地地

交交通通機機関関

22002255年年44月月現現在在

公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ

　　兵兵庫庫県県でではは公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超過過ししてていいるる中中堅堅所所得得者者のの方方々々ににはは、、
兵兵庫庫県県営営特特定定公公共共賃賃貸貸住住宅宅（（ササンンラライイフフ））ををごご案案内内ししてていいまますす。。

　　応応募募方方法法ななどど詳詳ししくくはは、、裏裏表表紙紙にに記記載載のの各各地地域域のの管管轄轄事事務務所所へへおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。

構構造造

EEVV有有
無無

契契約約家家賃賃

子子育育てて世世帯帯ににかかかかるる家家賃賃減減免免措措置置

収収入入月月額額のの範範囲囲にによよるる減減免免額額のの有有無無  ((有有りり：：○○、、無無しし：：××))
地地域域

番番
号号

中中堅堅所所得得者者向向住住宅宅((ササンンラライイフフ))のの募募集集
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公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ  

４４．．収収入入基基準準  

 
次の(１)または(２)により計算してください。 

申込者本人及び同居親族（内縁関係にある方・婚約者を含む）で収入のある方全員の年間総

収入または年間総所得金額（令和６年１月から１２月まで）が対象となります。なお、令和６

年１月２日以降に就職または開業された方は、その翌月からの１年分が対象となります。 
１年に満たない場合は、その実績をもとに５７ページ(３)の計算式により算出してください。 

 
 

（（１１））所所得得ののああるる方方がが 11 人人でで、、特特別別控控除除対対象象者者（（５５７７ペペーージジ参参照照））ののいいなないい世世帯帯  
     次の早見表にあてはまる方が申込みできます。 

 

  収収入入基基準準早早見見表表  

表中、①欄は政令月収額が 123,000 円以上 158,000 円未満の方 

②欄は政令月収額が 158,000 円以上 487,000 円以下の方となります。 

 
 

・給与・事業等所得の方 （単位：円） 

区  分 
入居家族数および入居しない扶養親族数（申込者本人を含む） 

単身者 2 人 3 人 4 人 5 人 

給  与 

所得の方 

年 間 総 

収入金額

(税込み) 

 2,368,000 2,912,000 3,452,000 3,948,000 4,420,000 

① ～ ～ ～ ～ ～ 

 2,967, 999 3,511,999 3,995,999 4,471, 999 4,947,999 

 2,968,000 3,512,000 3,996,000 4,472,000 4,948,000 

② ～ ～ ～ ～ ～ 

 7,826,666 8,248,888 8,671,111 9,093,333 9,515,555 

事 業 等 

所得の方 

年 間 総 

所得金額 

 1,476,000 1,856,000 2,236,000 2,616,000 2,996,000 

① ～ ～ ～ ～ ～ 

 1,895,999 2,275,999 2,655,999 3,035,999 3,415,999 

 1,896,000 2,276,000 2,656,000 3,036,000 3,416,000 

② ～ ～ ～ ～ ～ 

 5,844,000 6,224,000 6,604,000 6,984,000 7,364,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ  

３３．．留留意意事事項項  

(1) 申込住宅 

一世帯の申込みは、一住宅に限り有効です（複数の住宅に重複して申込めません）。 

(2) 申込後の変更 

連絡先・申込内容等の変更や申込みが不要となった場合は、必ず申し出てください。 

(3) 申込資格を満たしていても、入居できない場合 

団地で円満な共同生活を営むことができない人や、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律第２条第６号に規定する暴力団員で暴力的不法行為等を行うおそれのある人は、入

居できません。 

(4) 所得の不申告 

所得税法等により所得の申告義務があるにもかかわらず、申告していない方は申込みできま

せん。 

(5) 収入等の実態調査 

申込者について、必要に応じて市町・会社などに対して収入等の実態調査を行うことがあり

ます。実態調査の結果、申込書記載事項が事実に相違したり、収入基準に合わないことが判

明した場合には、入居資格はなくなります。 

(6) 同居者の入居義務 

入居にあたっては、申込書に記載されている全ての方に入居していただきます。 

婚約者が変わった場合や、同居親族が入居要件であるにもかかわらず、入居のときに単身と

なった場合は入居できません。 

(7) 家賃の支払方法 

家賃と県が徴収する共益費は、毎月の月末までに、原則として銀行等の口座振替で納め

ていただきます。 

(8) 家賃以外の費用 

①敷金：入居に際して敷金として入居時の契約家賃の３ヵ月分を納付していただきます。  

②共益費等：団地内の共同施設の維持費のうち電気料金などの費用は、共益費として負担し

ていただきます。また、汚水処理施設を設けている住宅は処理費が必要です。 

(これらの費用は、原則として、自治会が徴収します（共益費の一部を県が

家賃とあわせて徴収する場合もあります）。) 

(9) ペット飼育の禁止 

団地内では、ペット（犬、猫、鳥等動物）の飼育は禁止しています。 

ただし、身体障害者補助犬は、受け入れを認めています。 

(10) 入居後の住戸内の改造 

基本的に認めていません(手すり等の設置や家具転倒防止のための壁等への穴開けについて

は、管轄事務所への申請が必要です)。 
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公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ  

４４．．収収入入基基準準  

 
次の(１)または(２)により計算してください。 

申込者本人及び同居親族（内縁関係にある方・婚約者を含む）で収入のある方全員の年間総

収入または年間総所得金額（令和６年１月から１２月まで）が対象となります。なお、令和６

年１月２日以降に就職または開業された方は、その翌月からの１年分が対象となります。 
１年に満たない場合は、その実績をもとに５７ページ(３)の計算式により算出してください。 

 
 

（（１１））所所得得ののああるる方方がが 11 人人でで、、特特別別控控除除対対象象者者（（５５７７ペペーージジ参参照照））ののいいなないい世世帯帯  
     次の早見表にあてはまる方が申込みできます。 

 

  収収入入基基準準早早見見表表  

表中、①欄は政令月収額が 123,000 円以上 158,000 円未満の方 

②欄は政令月収額が 158,000 円以上 487,000 円以下の方となります。 

 
 

・給与・事業等所得の方 （単位：円） 

区  分 
入居家族数および入居しない扶養親族数（申込者本人を含む） 

単身者 2 人 3 人 4 人 5 人 

給  与 

所得の方 

年 間 総 

収入金額

(税込み) 

 2,368,000 2,912,000 3,452,000 3,948,000 4,420,000 

① ～ ～ ～ ～ ～ 

 2,967, 999 3,511,999 3,995,999 4,471, 999 4,947,999 

 2,968,000 3,512,000 3,996,000 4,472,000 4,948,000 

② ～ ～ ～ ～ ～ 

 7,826,666 8,248,888 8,671,111 9,093,333 9,515,555 

事 業 等 

所得の方 

年 間 総 

所得金額 

 1,476,000 1,856,000 2,236,000 2,616,000 2,996,000 

① ～ ～ ～ ～ ～ 

 1,895,999 2,275,999 2,655,999 3,035,999 3,415,999 

 1,896,000 2,276,000 2,656,000 3,036,000 3,416,000 

② ～ ～ ～ ～ ～ 

 5,844,000 6,224,000 6,604,000 6,984,000 7,364,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ  

３３．．留留意意事事項項  

(1) 申込住宅 

一世帯の申込みは、一住宅に限り有効です（複数の住宅に重複して申込めません）。 

(2) 申込後の変更 

連絡先・申込内容等の変更や申込みが不要となった場合は、必ず申し出てください。 

(3) 申込資格を満たしていても、入居できない場合 

団地で円満な共同生活を営むことができない人や、暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律第２条第６号に規定する暴力団員で暴力的不法行為等を行うおそれのある人は、入

居できません。 

(4) 所得の不申告 

所得税法等により所得の申告義務があるにもかかわらず、申告していない方は申込みできま

せん。 

(5) 収入等の実態調査 

申込者について、必要に応じて市町・会社などに対して収入等の実態調査を行うことがあり

ます。実態調査の結果、申込書記載事項が事実に相違したり、収入基準に合わないことが判

明した場合には、入居資格はなくなります。 

(6) 同居者の入居義務 

入居にあたっては、申込書に記載されている全ての方に入居していただきます。 

婚約者が変わった場合や、同居親族が入居要件であるにもかかわらず、入居のときに単身と

なった場合は入居できません。 

(7) 家賃の支払方法 

家賃と県が徴収する共益費は、毎月の月末までに、原則として銀行等の口座振替で納め

ていただきます。 

(8) 家賃以外の費用 

①敷金：入居に際して敷金として入居時の契約家賃の３ヵ月分を納付していただきます。  

②共益費等：団地内の共同施設の維持費のうち電気料金などの費用は、共益費として負担し

ていただきます。また、汚水処理施設を設けている住宅は処理費が必要です。 

(これらの費用は、原則として、自治会が徴収します（共益費の一部を県が

家賃とあわせて徴収する場合もあります）。) 

(9) ペット飼育の禁止 

団地内では、ペット（犬、猫、鳥等動物）の飼育は禁止しています。 

ただし、身体障害者補助犬は、受け入れを認めています。 

(10) 入居後の住戸内の改造 

基本的に認めていません(手すり等の設置や家具転倒防止のための壁等への穴開けについて

は、管轄事務所への申請が必要です)。 
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公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ  

B とは・・・・・控除合計金額 
 ◎次の要領で控除合計金額を計算してください。 
 

控除名 控除対象者の範囲 計算式 

① 
扶養・同居 申込者本人以外の入居家族および 

380,000 円×（ ）人＝ 
親族控除 別居している扶養親族 

特
別
控
除
対
象
者 

② 
老人控除対象     

配偶者控除 ７０歳以上の扶養親族・配偶者 100,000 円×（ ）人＝ 

③ 老人扶養控除     

④ 特定扶養親族控除 １６歳以上２３歳未満の扶養親族 250,000 円×（ ）人＝ 

⑤ 寡婦控除 
死別、離婚したのち婚姻をしていない者など 

※事実婚の解消を含む 

270,000 円×（ ）人＝ 

（その者の所得金額から⑨の金額を控除した残額が

27 万円以上の時は 27 万円、27 万円未満の時はその

額） 

⑥ ひとり親控除 
死別、離婚したのち婚姻をしていない者など

のうち生計を一にする子がある者 

350,000 円×（ ）人＝ 

（その者の所得金額から⑨の金額を控除した残額が

35 万円以上の時は 35 万円、35 万円未満の時はその

額） 

⑦ 特別障害者控除 
申込者本人あるいは①の該当者で 1～2 級 

400,000 円×（ ）人＝ 
の身障者など 

⑧ 障害者控除 
申込者本人あるいは①の該当者で、3～6 級 

270,000 円×（ ）人＝ 
の身障者など 

⑨ 
給与所得者 申込者本人又は同居親族で過去一年間にお

いて給与所得又は公的年金等に係る雑所得

を有する者 

100,000 円×（ ）人＝ 

①～⑧と重複して控除することができます。 

（その者の所得金額が 10 万円未満の時はその額） 公的年金等所得者 

    控除合計金額 B     

   円    

（注意）今後、国の制度の見直しに伴い、月収額の区分、控除の内容等が変更になることがあります。 

 
 

((３３))  就就職職ままたたはは開開業業さされれててかからら１１年年未未満満のの場場合合のの計計算算方方法法  
 

収入（就職した翌月から 
申込み月の前月まで） 

×12 か月＋夏期・冬期などのボーナス支給（推定額）＝推定年間総収入金額 
働いた月数（就職した翌月 
から申込み月の前月まで） 

 

  ＜事業所得の方も同様にして年間総所得金額を推定してください。＞ 
 
 
 
 
 

公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ  

（（２２））（（１１））以以外外のの世世帯帯  
 
  次の要領で収入月額を計算してください。 

  計算方法 （A－B）÷１２か月＝収入月額（A は以下参照、B は５７ページ参照） 

A とは・・・・・・・年間総所得金額（または、年間合計総所得金額） 
  ◎ 給与所得及び年金所得の方は、下記の要領で年間総収入金額（税込み金額）から年間総所

得金額を計算してください。 
◎ 事業等所得の方は、そのままの金額が年間総所得金額です。 

・給与所得の方         

年間総収入（税込み）金額 年間総所得金額の計算式 

551,000 円未満         年間総所得金額＝「０」円     

551,000 円以上 ～ 1,619,000 円未満   年間総所得金額＝年間総収入金額－550,000 円 

1,619,000 円以上 ～ 1,620,000 円未満   年間総所得金額＝「1,069,000」円     

1,620,000 円以上 ～ 1,622,000 円未満   年間総所得金額＝「1,070,000」円     

1,622,000 円以上 ～ 1,624,000 円未満   年間総所得金額＝「1,072,000」円     

1,624,000 円以上 ～ 1,628,000 円未満   年間総所得金額＝「1,074,000」円     

1,628,000 円以上   まず、次のとおり端数整理します。      

～    (ｱ）収入金額÷４，０００円で算出 左のとおり端数整理した支払金額×0.6 ＋100,000 円  

1,800,000 円未満   した答の小数点以下を切り捨てる。      

1,800,000 円以上    （ｲ）上の（ｱ）で算出した数値に         

～   ４，０００円を掛ける。 左のとおり端数整理した支払金額×0.7 － 80,000 円 

3,600,000 円未満              

3,600,000 円以上  次に（イ）で算出した金額を      

～     右の算出式にあてはめて 左のとおり端数整理した支払金額×0.8 －440,000 円 

6,600,000 円未満   ください。         

6,600,000 円以上 ～ 8,500,000 円以下   年間総収入金額×0.9－1,100,000 円   

                    

    年間総所得金額 A 円     

         注 所得のある方が２人以上の世帯は、ここで所得を合算してください。  
 

・年金所得の方      

年齢 年間総収入（税込み）金額 年間総所得金額の計算式 

65 歳 

以上 

の方 

      1,100,000 円以下 年間総所得金額＝「０」円 

1,100,001 円以上 ～ 3,300,000 円未満 年間総収入金額－1,100,000 円 

3,300,000 円以上 ～ 4,100,000 円未満 年間総収入金額×0.75－275,000 円 

4,100,000 円以上 ～ 7,700,000 円未満 年間総収入金額×0.85－685,000 円 

65 歳 

未満 

の方 

     600,000 円以下 年間総所得金額＝「０」円 

600,001 円以上 ～ 1,300,000 円未満 年間総収入金額－600,000 円 

1,300,000 円以上 ～ 4,100,000 円未満 年間総収入金額×0.75－275,000 円 

4,100,000 円以上 ～ 7,700,000 円未満 年間総収入金額×0.85－685,000 円 

         

   年間総所得金額 A 円  

      注 所得のある方が２人以上の世帯は、ここで所得を合算してください。 

（注）給与所得と年金所得のある方は、上表により給与収入の所得金額を、また下表により年金 
収入の所得金額を計算し、合算したものが年間総所得金額 A となります。 
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公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ  

B とは・・・・・控除合計金額 
 ◎次の要領で控除合計金額を計算してください。 
 

控除名 控除対象者の範囲 計算式 

① 
扶養・同居 申込者本人以外の入居家族および 

380,000 円×（ ）人＝ 
親族控除 別居している扶養親族 

特
別
控
除
対
象
者 

② 
老人控除対象     

配偶者控除 ７０歳以上の扶養親族・配偶者 100,000 円×（ ）人＝ 

③ 老人扶養控除     

④ 特定扶養親族控除 １６歳以上２３歳未満の扶養親族 250,000 円×（ ）人＝ 

⑤ 寡婦控除 
死別、離婚したのち婚姻をしていない者など 

※事実婚の解消を含む 

270,000 円×（ ）人＝ 

（その者の所得金額から⑨の金額を控除した残額が

27 万円以上の時は 27 万円、27 万円未満の時はその

額） 

⑥ ひとり親控除 
死別、離婚したのち婚姻をしていない者など

のうち生計を一にする子がある者 

350,000 円×（ ）人＝ 

（その者の所得金額から⑨の金額を控除した残額が

35 万円以上の時は 35 万円、35 万円未満の時はその

額） 

⑦ 特別障害者控除 
申込者本人あるいは①の該当者で 1～2 級 

400,000 円×（ ）人＝ 
の身障者など 

⑧ 障害者控除 
申込者本人あるいは①の該当者で、3～6 級 

270,000 円×（ ）人＝ 
の身障者など 

⑨ 
給与所得者 申込者本人又は同居親族で過去一年間にお

いて給与所得又は公的年金等に係る雑所得

を有する者 

100,000 円×（ ）人＝ 

①～⑧と重複して控除することができます。 

（その者の所得金額が 10 万円未満の時はその額） 公的年金等所得者 

    控除合計金額 B     

   円    

（注意）今後、国の制度の見直しに伴い、月収額の区分、控除の内容等が変更になることがあります。 

 
 

((３３))  就就職職ままたたはは開開業業さされれててかからら１１年年未未満満のの場場合合のの計計算算方方法法  
 

収入（就職した翌月から 
申込み月の前月まで） 

×12 か月＋夏期・冬期などのボーナス支給（推定額）＝推定年間総収入金額 
働いた月数（就職した翌月 
から申込み月の前月まで） 

 

  ＜事業所得の方も同様にして年間総所得金額を推定してください。＞ 
 
 
 
 
 

公公営営住住宅宅のの収収入入基基準準をを超超ええてていいるる方方へへ  

（（２２））（（１１））以以外外のの世世帯帯  
 
  次の要領で収入月額を計算してください。 

  計算方法 （A－B）÷１２か月＝収入月額（A は以下参照、B は５７ページ参照） 

A とは・・・・・・・年間総所得金額（または、年間合計総所得金額） 
  ◎ 給与所得及び年金所得の方は、下記の要領で年間総収入金額（税込み金額）から年間総所

得金額を計算してください。 
◎ 事業等所得の方は、そのままの金額が年間総所得金額です。 

・給与所得の方         

年間総収入（税込み）金額 年間総所得金額の計算式 

551,000 円未満         年間総所得金額＝「０」円     

551,000 円以上 ～ 1,619,000 円未満   年間総所得金額＝年間総収入金額－550,000 円 

1,619,000 円以上 ～ 1,620,000 円未満   年間総所得金額＝「1,069,000」円     

1,620,000 円以上 ～ 1,622,000 円未満   年間総所得金額＝「1,070,000」円     

1,622,000 円以上 ～ 1,624,000 円未満   年間総所得金額＝「1,072,000」円     

1,624,000 円以上 ～ 1,628,000 円未満   年間総所得金額＝「1,074,000」円     

1,628,000 円以上   まず、次のとおり端数整理します。      

～    (ｱ）収入金額÷４，０００円で算出 左のとおり端数整理した支払金額×0.6 ＋100,000 円  

1,800,000 円未満   した答の小数点以下を切り捨てる。      

1,800,000 円以上    （ｲ）上の（ｱ）で算出した数値に         

～   ４，０００円を掛ける。 左のとおり端数整理した支払金額×0.7 － 80,000 円 

3,600,000 円未満              

3,600,000 円以上  次に（イ）で算出した金額を      

～     右の算出式にあてはめて 左のとおり端数整理した支払金額×0.8 －440,000 円 

6,600,000 円未満   ください。         

6,600,000 円以上 ～ 8,500,000 円以下   年間総収入金額×0.9－1,100,000 円   

                    

    年間総所得金額 A 円     

         注 所得のある方が２人以上の世帯は、ここで所得を合算してください。  
 

・年金所得の方      

年齢 年間総収入（税込み）金額 年間総所得金額の計算式 

65 歳 

以上 

の方 

      1,100,000 円以下 年間総所得金額＝「０」円 

1,100,001 円以上 ～ 3,300,000 円未満 年間総収入金額－1,100,000 円 

3,300,000 円以上 ～ 4,100,000 円未満 年間総収入金額×0.75－275,000 円 

4,100,000 円以上 ～ 7,700,000 円未満 年間総収入金額×0.85－685,000 円 

65 歳 

未満 

の方 

     600,000 円以下 年間総所得金額＝「０」円 

600,001 円以上 ～ 1,300,000 円未満 年間総収入金額－600,000 円 

1,300,000 円以上 ～ 4,100,000 円未満 年間総収入金額×0.75－275,000 円 

4,100,000 円以上 ～ 7,700,000 円未満 年間総収入金額×0.85－685,000 円 

         

   年間総所得金額 A 円  

      注 所得のある方が２人以上の世帯は、ここで所得を合算してください。 

（注）給与所得と年金所得のある方は、上表により給与収入の所得金額を、また下表により年金 
収入の所得金額を計算し、合算したものが年間総所得金額 A となります。 
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○ 次の地域では市町の窓口で申込みを受け付けます 

（１）対象地域：北播磨、中播磨（姫路市を除く）、西播磨、但馬、丹波、淡路地域 

        にある空家住宅 

（２）申込方法：市町の受付窓口に「入居申込書」等を持参（郵送不可） 

  ※ 市町によって、受付方法が異なる場合があります。また、募集をしていない 

   住宅や時期もありますので、必ず事前にお問い合わせください 

○ 兵庫県外に住んでいる合計年齢が 80歳未満の夫婦の世帯もお申し込みいただけます。 

 

管轄市町一覧                                     ２０２５年３月現在 

市町名 担当課 連絡先 市町名 担当課 連絡先 

北播磨地域 

西脇市 都市住宅課 0795-22-3111 三木市 建築住宅課 0794-82-2000 

小野市 まちづくり課 0794-63-1271 加西市 施設管理課 0790-42-8750 

加東市 都市政策課 0795-43-0517 多可町 定住推進課 0795-32-4776 

中播磨地域 

神河町 住民生活課 0790-34-0963 福崎町 住民生活課 0790-22-0560 

西播磨地域〔上郡町、佐用町には該当する一般県営住宅はありません〕 
相生市 都市整備課 0791-23-7135 たつの市 都市計画課 0791-64-3163 

赤穂市 市民課住宅係 0791-43-7066 宍粟市 住宅土地政策課 0790-63-3106 

太子町 まちづくり課 079-277-5992  

但馬地域〔香美町、新温泉町には該当する一般県営住宅はありません〕 
豊岡市 建築住宅課 0796-23-1111 養父市 土地利用未来課 079-664-1410 

朝来市 都市政策課 079-672-6127  

丹波地域 

丹波篠山市 地域計画課 079-552-1111 丹波市 都市住宅課 0795-74-2364 

淡路地域 

洲本市 都市計画課 0799-22-3321 南あわじ市 都市政策課 0799-43-5227 

淡路市 都市計画課 0799-64-2533  
 
※ 組織再編等で受付窓口が変更されている場合がありますのでご了承ください。 
 
 

市町受付募集について     県県外外可可  
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